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 1 

地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会 設置要綱 2 

 3 

（設置） 4 

１．内閣府に地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（以下「研究会」という。）を置く。 5 

 6 

（任務） 7 

２．研究会は、地方創生に向けた地域の社会的課題の解決に資するビジネスに一層の民間8 

資金が充当され、地域経済の活性化を含む持続可能なまちづくりの実現等に関する以下9 

の事項の調査及び検討を行い、担当大臣へ助言することを任務とする。 10 

（１）国内外における事例の調査を踏まえ、地域の社会課題の解決に向けたＳＤＧｓ・11 

ＥＳＧ金融のあり方等について、その方向性及び方策等に関する事項 12 

（２）ＳＤＧｓに取り組む企業への認証制度に関する事項 13 

 14 

（構成） 15 

３．（１）研究会は、学識経験者及び金融機関、地方公共団体等の構成員で構成する。な16 

お、必要に応じて、座長が推薦する者をオブザーバーとして招致することができ17 

る。 18 

  （２）座長は構成員が互選し、座長代理は座長が必要に応じて指名する。 19 

（３）座長は必要に応じて、個別の議題について研究会の構成員で組織するワーキン20 

ググループを設置することができる。ただし、座長が構成員以外の者の助言等が21 

必要と認める場合には、構成員以外の者を協力メンバーとして指名することがで22 

きる。 23 

 24 

（招集） 25 

４．研究会の会議は、座長が招集する。 26 

 27 

（会議の開催） 28 

５．研究会は、構成員の３分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。た29 

だし、座長は、やむを得ない理由により研究会の会議を開く余裕のない場合において30 

は、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見を徴することをもって、会31 

議に代えることができる。 32 

 33 

（議事の公開） 34 

６．研究会の会議は公開とする。また、議事要旨を作成し、研究会の会議の終了後速やか35 

に公開する。ただし、会議及び議事要旨について、座長が公開することにより支障があ36 

ると認める場合には、非公開とすることができる。 37 

 38 

（庶務） 39 

７．研究会の庶務は、内閣府地方創生推進室において処理する。 40 

 41 
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（雑則） 42 

８．この要綱に定めるもののほか、研究会の議事及び運営に関し必要な事項は、座長が定43 

める。 44 

 45 

（附則） 46 

この要綱は、令和元年８月 21日から施行する。 47 


